事　務　執　行　概　要
障がい福祉企画課
企画調整グループ
障がい福祉室の一般庶務、予算執行などのほか、物品の購入･出納等に関する事務や障がい者施策推進のための企画調整業務等の適正な執行に努めた。
１　表　　　彰
（１）厚生労働大臣表彰
障がい者福祉等に功績のあった個人及び団体に対して大臣表彰の授与があった。
自立更生者　　　　　　　　　　　　１名

（２）障がい者週間知事表彰
障がい者福祉の推進に貢献した方及び自立した方に対して知事表彰を行った。
障がい者福祉の推進に貢献した方　　３名
自立した方　　　　　　　　　　　　１名
（３）「心の輪を広げる体験作文」及び「障がい者週間のポスター」の入選作品の表彰
募集した心の輪を広げる体験作文及び障がい者週間のポスターの表彰を行った。
２　広　聴　関　係
障がい者団体等から寄せられた広聴事案の対応に努めた。
障がい者団体　　７団体
そ　の　他　　　７団体　　　　合　計　１４団体
３　障がい者施策の計画的な推進
　障がい当事者や学識経験者等で構成する「大阪府障がい者施策推進協議会」の運営などを通じて、第５次大阪府障がい者計画（計画期間：令和３年度から令和８年度）及び第６期大阪府障がい福祉計画、第２期大阪府障がい児福祉計画（計画期間：令和３年度から令和５年度）に基づく施策を総合的かつ計画的に推進した。

大阪府障がい者施策推進協議会
　大阪府における障がい者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項等を調査審議するために設置されたもの。
○根拠法令　　障害者基本法、大阪府障害者施策推進協議会条例
○第５４回大阪府障がい者施策推進協議会（令和５年６月１６日）
・会長の互選及び会長職務代理者の指名について

・第７期大阪府障がい福祉計画・第３期大阪府障がい児福祉計画の成果目標等について

・その他
　　　○第５５回大阪府障がい者施策推進協議会（令和５年９月６日）
　　　　・第５次大阪府障がい者計画中間見直しの概要について

・「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」に基づく『大阪計画』（仮称）（素案）について

・第５次大阪府障がい者計画における難聴児の早期発見・早期支援について（素案）
○第５６回大阪府障がい者施策推進協議会（令和６年１月１２日）
　　　　・第５次大阪府障がい者計画中間見直し（案）について
　　　　・第５次大阪府障がい者計画の令和４年度実施状況について
　　　　・その他
　　　○第５７回大阪府障がい者施策推進協議会（令和６年３月２２日）
　　　　・第５次大阪府障がい者計画中間見直し（案）について
　　　　・大阪府障がい者施策推進協議会各部会の令和４・５年度活動報告について
　　　　・その他

制度推進グループ
　障害者総合支援法に基づく制度の円滑な運用を図るため、府民等への制度の周知及び制度関係者に対する各種研修や、自立支援給付支給事務等に関し市町村への指導・助言を行った。
　また、市町村が行う障がい支援区分の認定及び支給決定等に対する審査請求に係る事務を行った。
　
１　制度の周知
　「福祉のてびき」の作成並びに制度の改正について、パンフレット配布やホームページへの掲載により、府民等に広く周知を図った。
２　研修会の開催
（１）障がい支援区分認定調査員研修
　市町村において、障がい支援区分認定のための聞き取り調査が、全国一律の基準に基づき客観的かつ公平・公正に行われるよう、標記調査員に対する研修を実施した。
　なお、令和６年度は動画配信サービスを利用したオンライン研修として実施した。
令和６年度第１回
講義配信日程　令和６年５月２０日（月）～同年６月６日（木）
修了者数　　　１９０名
　令和６年度第２回

講義配信日程　令和６年１２月２日（月）～同月２３日（月）
修了者数　　　５０名
（２）市町村審査会委員研修
　市町村審査会において、障がい支援区分の審査が公平・公正に行われるよう、市町村審査会の委員に対する研修を実施した。
　なお、令和６年度は動画配信サービスを利用したオンライン研修として実施した。

講義配信日程　令和６年６月１０日（月）～同月２７日（木）

修了者数　　　１００名
（３）医師意見書作成研修
　市町村審査会における障がい支援区分の審査判定に係る重要な資料である医師意見書の記載がより適切に行われるよう、意見書を作成する主治医等に対する研修を、（一社）大阪府医師会に委託して実施した。
開 催 日　　令和６年１１月２１日（木）
場　　所　　大阪府医師会館　※会場、オンライン同時開催
参加者数　　１1０名
３　市町村に対する指導・助言
　市町村が行う障害者総合支援法に基づく自立支援給付支給決定（自立支援医療、療養介護医療及び基準該当療養介護医療を除く。）及び地域生活支援事業に関する事務等が適切かつ円滑に行われるよう、同法第２条第２項及び地方自治法第２４５条の４の規定に基づき、市町村に対してヒアリングによる実地指導を行った。また、市町村担当者からの制度に関する照会に対し、必要な助言を行った。
＜実地指導＞
実施期間：令和６年８月～令和６年１２月
実施市町村数：２４市町村
４　審査請求に係る事務
審査請求に対する裁決
市町村が行う障がい支援区分の認定等に対する審査請求に係る事務を行う。
令和２年度の継続案件　１件　
令和３年度の継続案件　１件　
令和４年度の継続案件　９件　取下げ２、裁決４（棄却４）、継続３。
令和５年度の新規案件　２２件　取下げ４、却下２、継続１６。
令和６年度の新規案件　１６件　取り下げ３、継続１３。
５　市町村地域生活支援事業等への支援の実施
予 算 額　　２，２８６，７４４千円
決 算 額　　２，２５５，００２千円

障がい者等がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じて市町村が実施する市町村地域生活支援事業等に対し、支援を行った。
地域生活支援事業等一覧（市町村分）
	事 　業　 名
	担当グループ

	地域生活支援事業
	

	必須事業
	

	　理解促進研修・啓発事業
	権利

	　自発的活動支援事業
	社参・制度

	　相談支援事業
	

	　　基幹相談支援センター等機能強化事業
	地推

	　　住宅入居等支援事業
	整備

	　成年後見制度利用支援事業
	権利

	　成年後見制度法人後見支援事業
	権利

	　意思疎通支援事業
	社参

	　日常生活用具給付等事業
	地サ

	　手話奉仕員養成研修事業
	社参

	　移動支援事業
	地サ

	　地域活動支援センター機能強化事業
	地サ

	任意事業
	

	　日常生活支援事業
	

	　　福祉ホームの運営事業
	指定

	　　訪問入浴サービス事業
	地サ

	　　生活訓練等事業
	社参

	　　日中一時支援事業
	地サ

	　　地域生活支援拠点等・ネットワーク運営推進事業
	整備

	　　相談支援事業所等（地域援助事業者）における退院支援体制確保事業
	整備

	　　　協議会における地域資源の開発・利用促進等の支援事業
	制度,関係Ｇ

	地域生活定着センターとの連携強化事業
	地推

	　　社会参加支援事業
	

	　　　レクリエーション活動等支援事業
	社参

	　　　芸術文化活動振興事業
	社参

	　　　点字・声の広報等発行事業
	社参

	　　　奉仕員養成研修事業
	社参

	　　　複数市町村における意思疎通支援の共同実施促進事業
	社参

	家庭・教育・福祉連携推進事業
	関係Ｇ

	　　就業・就労支援事業
	

	　　　盲人ホームの運営事業
	社参

	知的障がい者職親委託事業
	指定

	特別支援事業
	

	　障がい支援区分認定等事務（補助対象外・交付税）
	制度

	自動車運転免許取得・改造助成事業（補助対象外・交付税）
	社参

	更生訓練費給付事業（補助対象外・交付税）
	指定

	地域生活支援促進事業
	

	　発達障がい児者地域生活支援モデル事業
	発達

	　障がい者虐待防止対策支援事業
	権利

	成年後見制度普及啓発事業
	権利

	　発達障がい児者及び家族等支援事業
	発達

	　意思疎通支援従事者キャリアパス構築支援事業
	社参

	　重度訪問介護利用者の大学修学支援事業
	制度

	　地域における読書バリアフリー体制強化事業
	社参

	雇用施策との連携による重度障がい者等就労支援特別事業
	就労

	特別促進事業
	


※各事業の事業内容については、各グループで適宜掲載。
※上記は国の示している市町村事業のメニューであり、すべてを実施しているものではない。
※グループ名の表記は下記による。
制度‥制度推進Ｇ、権利‥権利擁護Ｇ、社参‥社会参加支援Ｇ、
就労‥就労・ＩＴ支援Ｇ、地推‥地域生活推進Ｇ、地サ‥地域サービス支援Ｇ、
発達･･発達障がい児者支援Ｇ、整備‥整備Ｇ、指定‥指定・指導Ｇ
６　障がい者自立支援給付費等の負担
予 算 額　８５，７０８，８００千円
決 算 額　８４，５４７，２６２千円
　障害者総合支援法に基づく障がい福祉サービスに係る自立支援給付費等に対する府負担分について、実施主体である市町村へ負担を行った。
７　重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業
予 算 額　　　　１２８，６８５千円
決 算 額　　　　１２６，５１３千円
　障害者総合支援法に基づく障がい福祉サービスに係る自立支援給付費について、国庫負担基準を超過して訪問系サービスを提供した市町村に対し、国補助金を活用し支援を実施した。
８　大阪府障がい者自立支援協議会
　大阪府における障がい者等への支援体制についての調査審議及び関係機関等の相互の連絡調整を行うために設置している。
根拠法令　　障害者総合支援法、大阪府附属機関条例
令和６年度第１回
開 催 日　　令和６年１０月７日（月）
議 題 等　　・令和６年度大阪府障がい者自立支援協議会による地域支援の取り組み
　　　　　　・各部会の活動報告について
　　　　　　・提言を踏まえた大阪府における取組みについて
令和６年度第２回
開 催 日　　令和７年３月２５日（火）
議 題 等　　・令和６年度大阪府障がい者自立支援協議会による地域支援の取り組み
　　　　　　・各部会の活動報告について
　　　　　　・提言を踏まえた大阪府における取組みについて
９　 大阪府障がい者介護給付費等不服審査会
根拠法令　障害者総合支援法、児童福祉法、大阪府障害者介護給付費等不服審査会条例
ア．大阪府障がい者介護給付費等不服審査会
合議体の構成等を決定するため開催
令和６年度の開催はなし（次期開催予定は令和７年度）
イ．合議体
知事から付議のあった審査請求案件の審理を行うために原則非公開で開催。
令和６年11月19日、第２合議体開催
令和７年１月21日、第４合議体開催
令和７年３月３日、第３合議体開催
権利擁護グループ
１　障がい児者虐待防止支援事業
予　算　額　　　３，１５０千円
決　算　額　　　１，６６８千円
障がい者の虐待防止に向け、障害者虐待防止法において定められている都道府県の責務・役割として、虐待対応の人材養成及び虐待防止のための体制整備等を図った。
２　障がい者差別の解消の推進
予 算 額　　　　　２７，３７１千円
決 算 額　　　　　２０，２１０千円
大阪府障がい者差別解消条例に基づき、障がいを理由とする差別の解消の推進を図るため、「啓発活動」と「条例による相談等の体制整備」を両輪としてさまざまな事業に取り組んだ。
○広域支援相談員事業

市町村が対応する相談事案（事業者における差別事象が対象）の解決を支援し、また、市町村では対応が困難な広域的・専門的な相談事案等に対応するため配置。
○障がい者差別解消協議会、合議体の開催　　　　　　　　　　　　協議会２回、合議体４回
知事の附属機関として設置。障がい者差別解消の推進に関する事項を審議。法で定める「支援地域協議会」の機能も有する。
障がい者差別解消協議会の下に合議体を設置し、広域支援相談員の職務への助言やあっせんについて実施した。
根拠法令　　　障害者差別解消法、大阪府附属機関条例
○令和６（2024）年4月に改正障害者差別解消法が施行され、それに伴い基本方針が改定されたことを受け、それらの内容を反映させるとともに、障がいを理由とする差別について、府民によりわかりやすく伝えることを目的に「大阪府障がい者差別解消ガイドライン第４版」、「大阪府障がい者差別解消条例リーフレット」の改訂を行い、必要に応じて府内の市町村や事業者団体等に配布した。

　　第21回共に生きる障がい者展において、心のバリアフリーフォーラム「身近な事例を基に障がい者差別解消について考える」を実施し、法令や合理的配慮の必要性を学び障がいへの理解促進を図った。その様子は動画撮影し、後日大阪府HPにて公開した。

３　障がい者週間事業
障がい者週間（１２月３日から１２月９日までの１週間）を中心として、障がい者を取り巻く課題に対する府民の正しい理解と認識を深めるとともに、障がい者の自立と社会参加を促進する事業を実施した。
令和６年度においては、大阪ふれあいキャンペーンを実施するとともに、各種啓発活動を実施した。
（１）大阪ふれあいキャンペーン
日　　時　　　　障がい者週間（１２月３日～９日）を中心とした期間
内　　容　　　　・啓発物「大阪ふれあいおりがみ」
　約１１万部（府内の小３全員に配布し、授業等で活用）
　　　　　　　（市町村・社会福祉協議会などで活用）
・啓発物「大阪ふれあいすごろく」の作成・Ｗｅｂ上での配布
約２万部（府内の小学校に配布）
・「大阪ふれあいすごろく解説ガイドブック」のＷｅｂ上での配布
・啓発物「大阪ふれあいクリアファイル」の作成・配布
　１万３千部

・障がい者週間を中心とした各構成団体での取組み
・ホームページ、SNS（X、Instagram）を活用した啓発の実施
自　立　支　援　課
社会参加支援グループ
　障がい者の自立と社会参加に向けて、障がい者の意思疎通支援や芸術文化・スポーツ活動の振興に関する支援等を行っている。
１　地域生活支援事業
障がい者の自立支援と社会活動への参加を促進させるために次の事業を実施した。
予　　算　　額　　３２，２４２千円
決　　算　　額　　２５，５９８千円

	事　業　名
	契約金額
	委　託　先

	肢体不自由者社会参加活動振興事業
	3,387,000円
	(福)大阪府肢体不自由者協会

	知的障がい者文化芸術・スポーツ活動等支援事業
	6,451,000円
	(福)大阪手をつなぐ育成会

	知的障がい者スポーツ大会（スポーツフェスタ）開催事業
	488,000円
	ＪＩＣウエスト株式会社

	精神障がい者社会参加活動振興事業
	5,104,000円
	(福)精神障害者社会復帰促進協会

	精神障がい者社会参加支援事業
	1,739,000円
	(公社)大阪府精神障害者家族会連合会

	音声機能障がい者発声訓練・指導者養成事業
	2,856,000円
	(公財)阪喉会

	脊髄損傷者ピアサポート等事業
	255,000円
	(一社)大阪脊髄損傷者協会

	吃音者日常生活支援事業
	164,000円
	(特活)大阪スタタリングプロジェクト

	オストメイト社会適応訓練事業
	171,000円
	(公社)日本オストミー協会大阪府支部

	身体障がい者補助犬使用機会提供事業
	4,983,000円
	身体障がい者補助犬育成事業者


２　障がい者団体等補助事業
予　　算　　額　　１，９９２千円
決　　算　　額　　１，９９２千円
	補　　助　　事　　業　　名
	補 助 金 額
	補 助 団 体 名

	精神障がい者相談支援事業補助金
	1,992,000円
	(公社)大阪府精神障害者家族会連合会


３　福祉情報コミュニケーションセンターの運営
　　福祉情報コミュニケーションセンター（大阪府ＩＴステーションを含む）について、指定管理者：福祉情報コミュニケーションセンター運営事業共同体による運営を実施した。
予　　算　　額　　　　３８９，６７０千円
決　　算　　額　　　　３６１，６９８千円
４　障がい者交流促進センターの運営
　障がい者交流促進センター（ファインプラザ大阪）について、指定管理者：公益財団法人フィットネス２１事業団による運営を実施した。
予　　算　　額　　　　２２０，６３２千円
決　　算　　額　　　　２２０，６３０千円
５　稲スポーツセンターの運営
　稲スポーツセンターについて、指定管理者：公益財団法人フィットネス２１事業団による運営を実施した。
予　　算　　額　　　　　４４，２５４千円
決　　算　　額　　　　　４４，２４７千円
６　障がい者文化芸術推進事業
　障がい者の芸術・文化活動を促進するため、ビッグ・アイ共働機構等に委託し、事業を実施した。
予　　算　　額　　　　　３４，６８１千円
決　　算　　額　　　　　３４，０８１千円
７　身体障がい者補助犬貸与候補者審査選考部会の運営（令和７年度より就労支援グループに移管）
　身体障がい者補助犬貸与事業の貸与候補者の審査選考を行うための部会を設置し、運営した。
　・根拠法令　大阪府障害者自立支援協議会規則
予　　算　　額　　　　　　　　　７３千円
決　　算　　額　　　　　　　　　５９千円
８　障がい者交流促進センター等の整備
　　障がい者交流促進センター（ファインプラザ大阪）の空調熱源設備等の維持改修工事を実施した。
　　　　　　予　　算　　額　　　　　８，６９９千円
　　　　　　決　　算　　額　　　　　８，６９９千円

９　障がい者舞台芸術発信事業
　　　障がいのある人が様々な立ち位置で参画する舞台芸術分野のPR及び障がいのあるアーティストの作品を万博会場等で展示のため、ビッグ・アイ共働機構及びArt for Living共同事業体に委託し、事業を実施した。

　　　　　　予　　算　　額　　　　５６，０６８千円
　　　　　　決　　算　　額　　　　５４，００７千円
　　　　
就労・ＩＴ支援グループ（令和７年度より就労支援グループ）
１　障がい者就労支援推進体制の整備
大阪府障がい者自立支援協議会就労支援部会の運営
府域全体の就労支援の水準向上を目的とした会議を開催、障がい者の就労支援にかかる地域課題への対応策の検討や調査審議、関係機関の連携による情報共有を行った。
また、第６期大阪府障がい福祉計画における成果指標及び活動指標達成状況や、就労移行等連携調整事業などの取組みついて、意見聴取を行った。（令和６年度は２回開催）
○設置根拠　　大阪府障がい者自立支援協議会規則、大阪府障がい者自立支援協議会運営要綱
○所掌事務　　障がい者の就労支援施策や関係機関のネットワークの充実等にかかる調査審議に関すること。
２　地域における就労支援と生活支援
（１）障がい者就労・生活支援の拠点づくり推進事業
ア　予算額・決算額の推移　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位　千円）
	
	令和３年度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	予　算　額
	１１２，５１８
	１１２，５１８
	１１２，５１８
	１１２，５１８

	決　算　額
(特定財源)
	１１２，５１８
国庫(５６，２５９)
	１１２，５１８
国庫(５６，２５９)
	１１２，５１８
国庫(５６，２５９)
	１１２，５１８
国庫(５６，２５９)


イ　事業実績の推移
	補助対象数
	１８法人
	１８法人
	１８法人
	１８法人


府内１８か所の障害者就業・生活支援センターにおいて、障がい者の就業に伴う日常生活、社会生活上の相談・支援を提供する障害者就業・生活支援センター事業（生活支援等事業）を社会福祉法人等に委託して実施した。

（２）社会生活適応訓練事業
予　算　額　　　　６，８９２千円
決　算　額　　　　２，３５９千円
精神障がい者の社会参加を進めるため、理解ある協力事業所での実習を通して社会生活適応のための訓練を実施した。
また、協力事業所の障がい者への理解促進、及び訓練の質の向上を図るため、事業所育成講座を開催した。
【事業実績】
	訓練生数
	１６人

	支援機関数
	１１事業所

	協力事業所数
	１２事業所

	年間総訓練日数
	８４６日


（３）就労移行等連携調整事業
　　　　　予　算　額　　　　２，６１６千円
　　　　　決　算　額　　　　２，６１６千円

　障がい者の一般就労に係る支援力の向上のため、実務経験のある支援員に対し研修を実施した。（多数の受講を可能とするために、動画配信も実施）

また、就労定着支援力の向上のため、多様な特性のある障がい者に対する就労定着支援事業所の取組みを好事例として横展開した。
【研修事業実績】

	研修・報告会名
	開催日
	参加者数

	就労支援員養成研修

（Ｗｅｂ受講・会場受講・企業見学）
	令和６年９月１０日
～令和６年１０月２５日
	２６７人

	一般就労・定着に向けた支援力向上研修
	令和６年８月６日
令和６年１１月８日
令和７年２月２６日
動画配信
	６２人
５１人
５４人
５７人


３　行政の福祉化の推進
（１）ハートフルオフィス推進事業
公務労働分野において、国が示すチャレンジ雇用の趣旨を踏まえ、一般就労を目指す知的障がい者及び精神障がい者を大阪府が非常勤作業員として期限付き（最長２年７ヶ月）で雇用し、府庁での実際の業務経験が民間企業への就職やその後の職場定着に結び付くよう支援した。
	令和６年度実績
	雇用人数
	企業への就職者数

	知的障がい者
	２７人
	５人

	精神障がい者
	５人
	０人


（２）庁内職場実習
府内の障がい者雇用・就労を促進するため、知的障がい者、精神障がい者を対象とした職場実習の機会を提供
	令和６年度実績
	受入れ人数

	知的障がい者
	１３人

	精神障がい者
	９人


（３）清掃業務による就労訓練の場の提供
行政の福祉化の視点から、府自らが事業主としての創意工夫を凝らし、障がい者の就労機会の創出に取り組むため、平成１１年５月、知的障がい者等の雇用の促進を目的に設立された大阪知的障害者雇用促進建物サービス事業協同組合に対し、府有施設等の清掃業務の発注を通じ、就労訓練の場を提供するなど、必要な支援を行った。
清掃委託府有施設数（通年）　２１施設
４　障がい者のＩＴ利用を活用した就労支援
（１）大阪府ＩＴステーション関係事業（令和７年度より社会参加支援グループに移管）
　　　　　予　算　額　　　１１，９１７千円
　　　　　決　算　額　　　　９，９９９千円

（上記は、大阪府ＩＴステーション事業にかかる維持管理費等。事業費については、福祉情報コミュニケーションセンター運営費に含まれる。）
大阪府ＩＴステーションにおいて、就労に向けたＩＴ講習・訓練を実施するとともに、障がい者の雇用・就労の支援拠点として事業を展開した。
一方、デジタル・デバイドの解消は行政の役割との認識のもと、初級クラスまでの基礎的なＩＴ講習会について、府が養成したＩＴサポーターの派遣等により、市町村(地域活動支援センター等福祉施設を含む)での開催を支援するとともに、移動が困難な重度の障がい者に対して、在宅等においてＩＴ講習を受講できるよう支援を行った。
①　障がい者総合支援事業
就労支援コーディネーター、企業開拓コーディネーター及びＩＴ相談支援員を配置し、相談から技能習得、就職あっせん、職場定着に至るまで、就労をめざす障がい者への包括的な就労支援を実施した。
②　障がい者就労支援等ＩＴ講習・訓練事業
企業への就職や在宅就労を希望する府内在住の障がい者を対象に、民間企業の実務を想定した内容のＩＴ講習を障がい種別（身体障がい[肢体不自由・視覚障がい・聴覚障がい]、知的障がい、精神障がい）ごとに実施した。また、在宅就労をめざす障がい者に向けた　データ入力・編集や音声起稿業務やＷｅｂページ制作などの在宅就労支援訓練を実施した。
③　障がい者ＩＴ総合推進事業
障がい者がＩＴを学ぶ際に、サポートするボランティア「障がい者ＩＴサポーター」を養成するとともに、養成した「障がい者ＩＴサポーター」を講師に府内市町村の施設等を会場にして、ＩＴ講習会を実施した。
また、ホームページ、メールマガジンで講習の案内等の情報提供をするとともに、在宅でも学べるようｅラーニング講座を開講した。
（２）在宅就業マッチング支援等事業
予　算　額　　　　６，６１３千円
決　算　額　　　　６，６１３千円
在宅就業を希望する障がい者に対するＩＴ技術等のスキルアップ支援や、企業から発注された仕事の効率的なマッチング体制を構築するなど、在宅障がい者が能力等に応じて活躍できる支援体制を構築するモデル事業を実施した。
（３）障がい者ＩＴ就労支援事業
予　算　額　　　　４，８５５千円
決　算　額　　　　３，８５４千円
各種審議会等の音声起稿やデータ入力等のＩＴを活用した業務を、在宅就業支援団体を通じて障がい者に提供することにより、障がい者の在宅就業を支援した。
５　部局連携による就労支援の推進
（１）障がい者サポートカンパニー制度
商工労働部・教育庁と連携し、障がい者雇用や職場実習、障がい者就労施設等からの物品等の調達推進に積極的・先駆的に取り組む事業主を登録し、その取り組みのＰＲを行うことで、障がい者の就労支援や雇用の拡大を図った。
登録企業数（就労継続支援Ａ型事業所を含む）：１７６社（うち優良登録企業は１４７社）
メールマガジン発行件数：１３件

（２）各種勉強会・見学会の開催
３部局（福祉部、商工労働部、教育庁）で連携し、支援学校等の教員を対象とした「障がい者雇用就労施策・制度勉強会」を実施した。また施設見学会として大阪ＩＮＡ職業支援センター（箕面キャンパス）、明光ワークスへの見学を行った。
（３）ブロック別進路指導関係機関連絡会への参画
各支援学校、自立支援コース設置の高等学校等の新卒生徒等の進路情報等の交換の場である「ブロック別進路指導関係機関連絡会」へ参画し、各支援学校、自立支援コース設置の高等学校等のそれぞれの地域の福祉・就労関係機関による連携状況や、障がい者の就労状況の把握に努め、地域ネットワークを通じた就労支援施策、関連事業の活用を呼びかけた。

６　工賃向上への支援
（１）工賃向上計画支援事業

予　算　額　　　２７，２９９千円
決　算　額　　　２７，１０４千円
福祉施設で働く障がい者の収入源となる工賃の向上を促進することにより、利用者の就労能力を向上させ、将来的に就労につながるよう支援するため、令和６年４月に策定した「大阪府工賃向上計画（令和６～８年度）」に基づく事業を実施した。
（２）就労継続支援優良取組表彰の実施

地域における工賃向上及び就労支援の質の向上をめざし、府内の就労継続支援Ｂ型事業所の工賃向上及び就労支援等についての優れた取組みを表彰し、受賞事業所の好事例を広く他の事業所に周知した。
（３）障がい者就労施設の工賃向上に資する生産設備の導入モデル事業費補助金【補助金】
予　算　額　　　１５，０００千円

決　算　額　　　１５，０００千円

障がい者就労施設が障がい者の工賃向上に資する取組みとして生産設備を導入する費用の補助を行う。

地　域　生　活　支　援　課
地域生活推進グループ
１　障がい者手帳交付事業
予　算　額　　３７６，１５８千円
決　算　額　　３４４，５５９千円
身体、知的又は精神に係る障がい者手帳を交付することで、福祉サービスや各種支援を受けることや、障がい者の自立と社会参加の促進を図る。
２　精神障がい者相談員事業
予　算　額　　　　　　３９５千円
決　算　額　　　　　　２７６千円

精神障がい者やその家族からの相談に応じ、必要な助言、市町村等関係機関への連絡調整を行うとともに、精神障がい者の地域活動の推進を行い、精神障がい者に対する府民の認識と理解を深める精神障がい者相談員を市町村ごとに設置した。
相談員数　　　　　１１名（令和６年４月１日時点）
手当単価　　　　　月額 1,744円／名
手当額　　　　　２３０千円

○根拠法令等
大阪府精神障害者に係る相談業務の委託に関する規則
大阪府精神障がい者相談員業務委託要綱
３　障がい者福祉事務移譲交付金
予　算　額　　　　１，７８６千円　（２の交付金部分）
決　算　額　　　　１，３６５千円　（同上）

障がい者相談員業務の委託事務を移譲した市町村へ交付金を支出した。
○根拠法令等
地方自治法第252条の17の２
大阪府福祉行政事務に係る事務処理の特例に関する条例
４　相談支援従事者研修事業　
予　算　額　　　　　４，１７９千円
決　算　額　　　　　３，２１９千円
（１）相談支援従事者研修事業の実施

障がい者等の一人ひとりのニーズに応じた地域生活を実現するため、相談支援専門員の資質の向上をめざし、障がい者自立相談支援センターにおいて相談支援従事者専門コース別研修を行った。また、指定研修事業者が行う相談支援従事者初任者研修・現任研修に対して、研修内容の助言等を行うとともに、研修の講師となる者を厚生労働省が実施する指導者養成研修等に派遣した。
修了者数・相談支援従事者初任者研修（指定研修事業者で実施）７日課程　　　４６３人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２日課程　 ２,３２２人
　　　　　・相談支援従事者現任研修（指定研修事業者で実施）　　　　　　　５３２人
　　　　　・相談支援従事者専門コース別研修（自立相談支援Ｃで実施）　　　１６２人
派遣人数　　講　　　師：延べ３名
　　　　　　企画担当者：延べ１名　
○根拠法令等
障害者総合支援法第78条
相談支援従事者研修事業実施要綱
５　居宅介護従業者（障がい者ホームヘルパー）養成研修事業
予　算　額　　　　２，５８１千円
決　算　額　　　　２，７０４千円
障がい者（児）に適切なホームヘルプサービスを提供するため、専門的な知識、技術を有する居宅介護従業者（障がい者ホームヘルパー）の養成を行った。
　　　養 成 者 数　　　４４名

○根拠法令等
障害者総合支援法第78条
６　サービス管理責任者研修事業
予　算　額　　　　　　３３４千円
決　算　額　　　　　　２３８千円
　（１）サービス管理責任者研修事業の実施

障がい福祉サービス事業所において、個別支援計画の作成やサービス内容の評価等を行うサービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の養成を図るため、指定研修事業者が実施するサービス管理責任者研修及び児童発達支援管理責任者研修の講師となる者を厚生労働省が実施する指導者養成研修に派遣した。
派遣人数　　　　　　講　　　師：３名
　　　　　　　　　　企画担当者：３名　※専門コース別研修部分のみオンライン開催
指定研修機関による養成者数　・サービス管理責任者等基礎研修　　２，４３７人




　・サービス管理責任者等実践研修　　１，４８９人

　　　　　　　　　　　　　　・サービス管理責任者等更新研修　　　　７５４人
○根拠法令等
障害者総合支援法第78条
平成18年厚生労働省告示第544号
平成24年厚生労働省告示第230号

サービス管理責任者研修事業実施要綱
７　高次脳機能障がい支援普及事業
予　算　額　　　　４，４９２千円
決　算　額　　　　３，０７３千円　【地域生活推進Ｇ分】
事故や病気によって脳を損傷し、その後遺症として記憶障がい等の様々な障がいのある高次脳機能障がい者の支援体制を確立するため、障がい者医療・リハビリテーションセンターを支援拠点機関とし、高次脳機能障がい者への支援を行うとともに、市町村、医療機関、福祉サービス事業者等に支援手法の普及を図った。
○根拠法令等
障害者総合支援法第78条
８　大阪府立病院機構運営費負担金
予　算　額　  ４９１，５９７千円
決　算　額　　４９１，５９５千円
府立身体障がい者福祉センター附属病院と府立急性期・総合医療センターを統合し、平成19年４月に府立急性期・総合医療センターに障がい者医療・リハビリテーション医療部門を設置したことから運営費を負担した。
９　大阪府立砂川厚生福祉センター利用者地域移行支援事業費補助金
（平成27年度から地域生活支援課・地域生活推進Ｇ所管）
予　算　額　　　　１，８００千円
決　算　額　　　　１，８００千円　【地域生活推進Ｇ分】
　砂川厚生福祉センターいぶきの利用者が地域へ移行する場合に、障がいの状態に応じた適切な支援ができるよう、施設の居室等の改修に要する費用を補助するもの。
　　　　・補助金交付実績　　　１事業者

○根拠法令等
大阪府大阪府立砂川厚生福祉センター利用者地域移行支援事業費補助金交付要綱
１０　障がい者ピアサポート研修等事業
　　　　　　　予　算　額　　　　７，３４０千円
　　　　　　　決　算　額　　　　５，４２０千円
　　　　障がいや疾病等の経験を持ち、その経験を活かしながら、他の障がいや疾病のある障がい者の支援を行うピアサポーター及びピアサポーターの活用等を理解した障がい福祉サービス事業所管理者等を養成するための研修を行う。
　　修了者数　障がい者ピアサポート研修（基礎研修）　　  ３１名
　　　　　　　障がい者ピアサポート研修（専門研修）　　　３１名

　　　　　　　　　　　　　○根拠法令等
　　　　　　　　　　　　　　令和２年３月６日付障発0306第12号
厚生労働省社会・援護局　障害保健福祉部長通知

地域サービス支援グループ
１　障がい者の生活支援サービスの充実
（１）市町村に対する補助（負担）事業
障がい者施策として実施した次の事業に対し、補助（負担）金を交付した。
［障害者自立支援給付費負担金］
	事　業　名
	事　　業　　内　　容
	補　　助　　金　　額
	補 助 実 績

	補装具費
	　身体障がい者（児）の失われた身体機能を補完、代替する用具の購入、修理または借り受けに要する費用の支給。
	549,989,312円

[image: image1]
	４３市町村


○根拠法令等
障害者総合支援法
大阪府障害者自立支援給付費等負担（補助）金交付要綱
［市町村地域生活支援事業費補助金］
	事　業　名
	事業内容

	日常生活用具給付等事業
	日常生活上の便宜を図るため、重度障がい者等に日常生活用具を給付又は貸与

	移動支援事業
	移動支援を実施することにより、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援

	地域活動支援センター機能強化事業
	地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する地域活動支援センターの機能を充実強化し、もって障がい者等の地域生活支援の促進を図る

	訪問入浴サービス事業
	身体障がい者の居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護

	日中一時支援事業
	日中、障がい福祉サービス事業所、障がい者支援施設、学校の空き教室等において、障がい者等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練その他市町村が認めた支援を実施


（２）重症心身障がい児者地域ケアシステム整備事業
予　算　額　　　２９，４４６千円
決　算　額　　　２４，３９７千円
医療的ケアが必要な重症心身障がい児者の地域生活を支える地域ケアシステムの強化のため、医療型短期入所事業所の整備促進を図った。
２　障がい者手当等の給付
（１）重度障がい者在宅生活応援制度事業
予　算　額　　３９４，２００千円
決　算　額　　３８０，１１０千円
重度障がい者の自立と社会参加に向け、重度障がい者と介護する方々へのさらなる応援により、在宅生活の一層の推進を図ることを目的として、重度障がい者と同居している介護者に対し、月額１万円の給付金を支給した。
・支給人員　　３，１２２人
○根拠法令等　大阪府重度障害者在宅介護支援給付金の支給に関する規則
（２）大阪府重度障がい者特例支援事業
予　算　額　　　１５，８４０千円
決　算　額　　　１３，２００千円
重度の障がいのある在日外国人等で、年金制度上の理由により国民年金法に規定する障がい基礎年金を受給できない障がい者に対し、月額２万円の給付金を支給した。
・支給人員　　５８人
○根拠法令等　大阪府重度障害者特例支援給付金の支給に関する規則
（３）特別障がい者手当等の給付
予　算　額　　　８４，００６千円
決　算　額　　　８１，４２３千円
著しく重度の障がいを有し、日常生活に常時特別の介護を必要とする障がい者等の生活の向上を図るため、特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき、特別障がい者手当等の支給に関する連絡調整及び指導監査を行うとともに、府３子ども家庭センター管内の在宅の重度障がい者等に特別障がい者手当等を支給した。
	区　　　　　分
	管　内　受　給　者　数
	手当額（月額）

	特別障がい者手当
	１９８人（7年3月末現在）
	２８，８４０円

	障がい児福祉手当
	６６人（　  同　　　）
	１５，６９０円

	福祉手当（経過措置分）
	 １人（　  同　　　）
	１５，６９０円


・支給の時期　　　　５月、８月、１１月、２月
○根拠法令等
特別児童扶養手当等の支給に関する法律
３　障がい者扶養共済制度
予　算　額　　９１０，２４４千円
決　算　額　　８９４，８３３千円

障がい者を扶養している保護者の方々の連帯と相互扶助の精神に基づき、加入者(保護者)が死亡または身体に著しい障がいを有することとなった場合に、障がい者に対して終身年金を支給する制度で、障がい者の生活の安定と福祉の増進に資するとともに、障がい者の将来に対し保護者が抱く不安の軽減を図る目的で実施した。
（１）対　　象
知的障がい者及び１～３級の身体障がい者もしくはこれらの者と同程度の障がいを持つ者の保護者
（２）加入者口数
１，８６６口（令和７年３月末現在）
（３）掛金及びその減免
ア　掛　　金
《第四次改正後（平成２０年４月１日以降）の一口あたり掛金額は次のとおり。》
	加入（口数追加）時の年齢
	掛金額（月額）

	
	平成20年3月31日以前に加入者となられた方の掛金額
	平成20年4月1日以降に加入者となられた方の掛金額

	35歳未満
	５，６００円
	９，３００円

	35歳以上　～　40歳未満
	６，９００円
	１１，４００円

	40歳以上　～　45歳未満
	８，７００円
	１４，３００円

	45歳以上　～　50歳未満
	１０，６００円
	１７，３００円

	50歳以上　～　55歳未満
	１１，６００円
	１８，８００円

	55歳以上　～　60歳未満
	１２，８００円
	２０，７００円

	60歳以上　～　65歳未満
	１４，５００円
	２３，３００円


イ　減　　免
	対象加入者世帯
	減免率

	生活保護世帯
	一口目を全額免除

	市町村民税非課税世帯
	一口目を半額免除

	市町村民税所得割非課税世帯
	一口目を３割免除


（４）年金額及び年金受給者数
ア　年金額
１口　　２０，０００円／月
２口　　４０，０００円／月
イ　年金受給者数
１，５０５名（令和７年３月末現在）
○根拠法令等
大阪府障害者扶養共済制度条例
４　視覚障がい者移動支援事業従事者の資質向上事業
予　算　額　　　　　　２８６千円
決　算　額　　　　　　２０２千円
視覚障がい者等を対象とする同行援護従業者及びガイドヘルパーの資質の向上を担う者を養成・確保するため、国において行われる指導者養成研修に参加するための経費（旅費等）を助成した。
○根拠法令等　障害者総合支援法第78条
５　自立支援医療（更生医療）
予　算　額　　４，７０５，８２７千円
　　　　決　算　額　  ４，６４７，７９１千円

　　　障害者総合支援法に基づく自立支援医療のうち、更生医療（府負担分）として支出した。
（１）自立支援医療費（更生医療）の給付
　　ア 制度の概要
　　　　 府内４３市町村が給付する更生医療について負担した。
 ○根拠法令等  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第94条
イ 事業実績
	
	事業費総額
	府負担額
	負担率

	６年度交付分
	令和7年8月頃
	令和7年8月頃
	 1/4

	５年度追加交付分
	－
	51,640,916円
	

	計
	－
	令和7年8月頃
	


（２）自立支援医療（更生医療）の医療費の審査及び支払
　　ア 制度の概要
　　　 　更生医療の給付に係る診療報酬の請求審査及び支払を委託した。(大阪市、堺市、高槻市、東大阪市、豊中市、枚方市、八尾市、寝屋川市、吹田市実施分を除く。)
イ 事業実績
	審査支払手数料
	2,325,122円


６　福祉医療
医療費助成事業の補助等
（1） 重度障がい者医療費助成事業の補助
予　算　額　　１０，３９２，０５８千円
決　算　額　  １０，１５７，１３１千円

ア 制度の概要
市町村が実施する重度障がい者医療費助成事業について補助した。
	補助する対象者の
範囲等
	以下に掲げる者の入院・入院外に係る医療費及び事務費
・1～2級の身体障がい者手帳所持者
・重度の知的障がい者
・1級の精神障がい者保健福祉手帳所持者
・特定医療費（指定難病）・特定疾患医療受給者証所持者で障がい年金（または特別児童扶養手当）1級相当者

・中度の知的障がい者で身体障がい者手帳所持者
ただし、障がい基礎年金(国民年金法)の全部支給停止の所得制限を準用

	補助率
	・医療費補助金
・事務費補助金

	審査支払事務費
その他事務費
	1/2
1/2
1/2


○根拠法令等　・大阪府市町村重度障がい者医療費助成事業費補助金交付要綱
イ 事業実績
	
	補助基本額
	交付額
	補助対象者数

	医療費補助金
	18,401,148,983
	円
	9,200,567,261 
	円
	府内43市町村

	事務費補助金
	429,423,739
	円
	214,712,023 
	円
	

	計
	18,830,572,722
	円
	9,415,279,284 
	円
	


	補助対象者
	143,976人


ウ その他の補助
（ア）国民健康保険に対する補助金の交付
本事業の実施に当たって市町村国民健康保険の財源を援助するため、次のとおり補助金を交付した。
	補助基本額
	交付額
	補助事業者等

	1,483,703,541円
	741,851,761円
	府内43市町村
（補助率1/2）


○根拠法令等　・大阪府老人等医療費助成事業の実施に伴う国民健康保険事業費補助金交付要綱
　※老人医療費助成事業は、令和３年度に経過措置終了となり、令和４年度より過年度分の交付及び返還事務を行っている。

（２）その他の補助
（ア）医療関係団体に対する補助金の交付
市町村が実施する福祉医療費助成制度の円滑な運営を図るため医療関係団体に対し、次のとおり補助金を交付した。
	医療機関等
	交付額

	大阪府医師会
	8,362,000円

	大阪府歯科医師会
	6,970,000円

	大阪府薬剤師会
	6,273,000円

	大阪府柔道整復師会
	4,530,000円

	計
	26,135,000円


○根拠法令等　・大阪府福祉医療費助成制度円滑運営費補助金交付要綱
７　大阪府医療的ケア児支援センター運営事業
予　算　額　　１３，６３５千円
決　算　額　　１３，６３５千円

医療的ケア児及びその家族に対する助言・情報提供や医ケア児を支援する支援機関からの相談対応を行うとともに、医療・保健・福祉等に関する業務を行う関係機関との連携構築を行い、地域における支援力の強化を図った。
８　補聴器の給付
予　算　額　　　　　９５０千円
決　算　額　　　　　７２７千円
身体障がい者手帳の交付対象とならない中度難聴児に対し、補聴器購入、修理に要する費用の一部を交付した。
	種　　　　　別
	件　　　数

	補聴器
	購入　　　９件
修理　　　４件
	両耳　　１３件
片耳　　　０件

	検査料
	０件
	


○根拠法令等：大阪府難聴児補聴器交付事業実施要綱
９　医療的ケア児等コーディネーター養成研修等事業
　　　　　　　予　算　額　　　　１，５３６千円
　　　　　　　決　算　額　　　　１，３０８千円
　　　　医療的ケア児等が地域で安心して暮らしていけるよう、障がい児者のニーズを把握し、きめ細やかで適切な支援を総合的にコーディネートする役割を担う医療的ケア児等コーディネーター等の養成研修を行う。
　　修了者数　医療的ケア児等コーディネーター養成研修　　  ３６名
　　　　　　　医療的ケア児等支援者養成研修　　　　　　　　９４名

　　　　　　　　　　　　　○根拠法令等
　　　　　　　　　　　　　　平成31年3月27日付障発0327第19号
厚生労働省社会・援護局　障害保健福祉部長通知

発達障がい児者支援グループ
１　発達障がい児者総合支援事業
（１）発達障がい者支援センター事業
予　算　額　　　　　３３，９７５千円
決　算　額　　　　　３３，９７５千円
発達障がい児者とその家族を対象とした相談・就労支援等を行うとともに、医療・保健・福祉・教育・余暇支援・就労等の支援機関や施設の職員向けに発達障がいの理解と支援のための研修を実施し、支援機関の支援力強化を図った。
○根拠法令等
障害者総合支援法
発達障害者支援法
発達障害者支援センター運営事業実施要綱
（２）発達障がい児者支援体制整備検討部会
予　算　額　　　　　　　　７２４千円
決　算　額　　　　　　　　５６３千円
府障がい者自立支援協議会の下に設置している「発達障がい児者支援体制整備検討部会」において、発達障がい児者支援における課題の抽出及び、次年度の「こどもワーキング」並びに「成人ワーキング」における議論の方向性について検討を行った。
○根拠法令等
発達障害者支援法
（３）発達障がい者地域支援力向上事業
予　算　額　　　　　　９，３９９千円
決　算　額　　　　　　９，３９９千円
発達障がい者地域支援マネージャーを市町村（地域自立支援協議会等）に派遣し、課題の整理、個別事例等へのコンサルテーションを実施した。課題に即したオーダーメイド型研修等により人材育成を行い、育成した人材を中心に多分野での連携体制が構築され、早期気づきから支援につながるよう、地域支援体制の機能強化を支援した。
○根拠法令等
発達障害者支援法
（４）障がい児通所支援事業者等育成事業
予　算　額　　　　　２５，９５６千円
決　算　額　　　　　２５，９５６千円
発達障がい児の療育等を実施する指定障がい児通所支援事業者や学校等への機関支援を実施するとともに、地域の事業者や市町村との連携強化を図るための圏域連絡会を実施した。
○根拠法令等
発達障害者支援法
（５）発達障がい医療機関初診待機解消事業
予　算　額　　　　　　３，７１５千円
決　算　額　　　　　　３，０１９千円
かかりつけ医向けの研修及び発達障がいの早期発見や早期支援への結びつけに関わる医師養成研修を実施した。
また、２次医療圏域で、医療機関の研修や診療支援の機能を備える医療機関を確保し、圏域における医療機関同士の連携を図った。
○根拠法令等
発達障害者支援法
（６）ペアレントサポート事業
予　算　額　　　　　　２，４４７千円
決　算　額　　　　　　２，２０３千円
　地域における家族支援の充実を目的として、発達障がい児者の保護者が他の保護者のサポートを行う「ペアレント・メンター」の養成及び事業運営を行う。また、ペアレントプログラム等の家族支援について、市町村に対し研修の実施及びアドバイザリーの派遣を行った。
○根拠法令等
発達障害者支援法
２　障がい児事業
（１）児童福祉措置費の支弁
府が措置した障がい児に係る措置費及び府が給付決定した障がい児に係る障がい児施設給付費等を、児童福祉施設等に対し支出した。
ア　児童福祉施設扶助費
予　算　額　　２，２６４，１９５千円
決　算　額　　２，１９７，３６４千円
○根拠法令　児童福祉法第50条
イ　障がい児施設給付費
予　算　額　　２２，１１７，０９３千円
決　算　額　　２１，９４４，５０２千円
○根拠法令　児童福祉法第50条および第55条

[image: image2]
（２）施設等運営助成等
ア　民間社会福祉施設事業費等補助（サービス向上支援事業）
予　算　額　　　　　　２，８８８千円
決　算　額　　　　　　２，８２１千円
障がい児施設を経営する法人に対し運営補助金を交付した。
○根拠法令　大阪府民間障がい児施設利用者等サービス向上
支援事業補助金交付要領
イ　医療型障がい児入所施設（重症心身障がい）特別介護加算事業
予　算　額　　　　１６４，５０４千円
決　算　額　　　　１６１，５８２千円
医療型障がい児入所施設（旧重症心身障がい児施設）に入所する重症心身障がい児（者）の処遇向上を図るため、医療型障がい児入所施設に対し、特別介護加算を行った。
○根拠法令　児童福祉施設等機能強化推進費支給要綱
障がい児施設機能強化推進費支給要領
（３）地域障がい児支援体制強化事業
予　算　額　　　　２６，９１６千円
決　算　額　　　　２６，８７７千円
市町村に対し、地域における障がい児支援の一層の普及促進を図るため補助金を交付した。
３　障がい児施設関係システム
予　算　額　　　　　　６，４５３千円
決　算　額　　　　　　５，３６０千円
障害福祉サービスデータベースの構築に伴う事務処理システムについての必要なシステム改修を行った。
４　府立障がい児入所施設建替事業
　　　　　　予　算　額　　　１，２７９，０１０千円

決　算　額　　　　　６７２，９２８千円

　　　　老朽化した府立障がい児入所施設の、撤去工事を行った。
５　既存施設等の整備
予　算　額　　　　　　　７，２２２千円
決　算　額　　　　　　　１，８４８千円
府立こんごう福祉センター設備等整備として、老朽化したフェンスの改修工事を実施した。
６　府立こんごう福祉センターの運営
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
	
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	予　算　額
	　316,169
	　315,274
	　315,274

	決　算　額
	276,928
	259,184
	　246,749


府立こんごう福祉センターの運営事務を、社会福祉法人大阪府障害者福祉事業団に指定管理者として委託した。
生　活　基　盤　推　進　課
整備グループ
１　長期入院精神障がい者退院支援強化事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
	予　算　額
	④　　　 27,546
	⑤　　　 28,170
	⑥　　　 31,674

	決　算　額
	21,627
	21,683
	19,826


長期入院精神障がい者の一層の地域移行を進めるため、「地域精神医療体制整備広域コーディネーター」を配置し、精神科病院職員の地域移行に対する理解の促進、地域移行の可能性のある患者の把握、保健所圏域や市町村における「精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム」に関する協議の場への参画等を行い、長期入院患者と市町村など地域の支援へつなぐための活動を行った。
２　重度障がい者等住宅改造助成事業
（単位：千円）
	予　算　額
	④　　　14,836
	⑤　　　17,099
	⑥　　　　15,460

	決　算　額
	12,449
	15,556
	10,701


重度障がい者等が住み慣れた地域で自立し、安心して生活できる基盤づくりを推進するため、住宅改造への助成を実施する１６市町村に対して助成を行った。
３　障がい者（児）施設整備補助
（１）令和６年度分
予　算　額　　　　　　１８４，０２５千円
決　算　額　　　　　　　　　　　　０千円
　　　　令和７年度へ２８３，５０２千円を繰越した。
　
（２）令和５年度からの繰越分
予　算　額　　　　　３０８，７３４千円
決　算　額　　　　　３０２，９９４千円
	補助内容
	施設種別
	補助先
	施設名
	補助金額
(千円)
	規模

	創設
	福祉型障害児入所施設
	（福）四天王寺福祉事業団
	四天王寺太子学園
	167,470
	木造

	創設
	就労継続支援B型事業所
	（福）産経新聞厚生文化事業団
	ワークスペースさつき
	76,784
	木造2階建

	大規模修繕
	生活介護
	（福）佳松会
	科長の郷
	58,740
	鉄筋コンクリート造2階建


４　重度知的障がい者地域生活支援体制整備事業
（単位：千円）
	予　算　額
	④　　　 　 3,433
	⑤　　　　 2,713
	⑥　　　　 1,863

	決　算　額
	3,375
	2,713
	1,863


重度知的障がい者の地域生活を支える事業所を拡大するため、支援に必要な知識や技術を習得するための事業を実施した。
５　重度障がい者グループホーム等整備事業費補助金
（単位：千円）

	予　算　額
	⑤　　 　　10,800
	⑥　　　　21,600

	決　算　額
	10,759
	17,506


　　障がい特性に対応できる事業所の拡充を図るため、グループホーム、短期入所事業所に対し、重
　度障がい者受け入れの環境整備に係る費用を補助した。
６　地域生活推進事業費補助金
（単位：千円）

	予　算　額
	⑥　　10,111

	決　算　額
	10,010


　　地域生活推進の機運上昇及び取組みの横展開と底上げを図るため、地域生活推進に向けた施設及
　びグループホーム等の意識醸成を図る普及啓発や実践に取り組む法人の活動を補助した。
指定・指導グループ
１　障がい福祉サービス事業者・施設・相談支援事業者の指導
障がい福祉サービス事業者・施設・相談支援事業者に対する指導、運営状況の監査を実施し、適切なサービス提供の確保に努めた。
（１）事業者等を対象とした指導
・　集団指導　令和６年度の集団指導については、ＷＥＢ形式で実施した。
実施期間　　　　　　令和６年１０月１５日～１１月３０日
府が所管する事業者数　　　　９５０事業者
うち参加事業者数　　　　　　９５０事業者（参加率　１００％）
・　運営指導　定期指導のほか不正等通報があった事業所に対し、書類の提出を求める等の方法
により、随時指導を実施した。
指導件数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３５件（サービスごと）
（２）事業者等を対象とした監査
重大な指定基準違反や運営指導で改善がみられないなど、適正な事業運営が行われないと疑われる事業者等を対象に監査を実施した。
監査件数　　　　　　　　　　　　　　　　　０件（サービスごと）
２　障がい福祉サービス事業者・施設・相談支援事業者の指定
障害者総合支援法の規定に基づく指定障がい福祉サービス事業者・施設・相談支援事業者の指定及び各種届の受理を行い、適切なサービス提供の確保に努めた。
（１）指定障がい福祉サービス事業者・施設・相談支援事業者 指定事業所件数
（令和７年４月１日現在）
	居宅
介護
	重度
訪問
介護
	同行
援護
	行動
援護
	短期
入所
	重度
障害者等包括支援
	施設
入所
支援
	共同
生活
援助
	通所系
ｻｰﾋﾞｽ計
（注）
	一般
相談
支援
	合　　計

	356
	314
	113
	27
	80
	0
	5
	156
	369
	230
	1,650


注）療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助
（２）指定障がい福祉サービス事業者・施設の指定及び各種届の受理
①　指定件数　　　　　　　　　１４２件
②　各種届の受理件数
ア　廃   止   届 　　　　　　 ８５件
イ　休止・再開届 　　　　　　 　７件

（３）指定障がい福祉サービス事業者・施設・相談支援事業者に対する研修
指定障がい福祉サービス事業者・施設・相談支援事業者の管理者を対象に、事業者として遵守すべき法令、基準の説明や人権擁護の意識を高めるための研修を実施した。
・　実施時期　新規指定事業者に対する指定書交付時に実施
（月１回開催、Youtubeを活用したＷＥＢ研修を令和６年４月から令和７年３月までに１２回開催）
・　実施結果　参加事業者数　　　　　　　　　　１４２事業者
（４）指定事業所管理システムの維持管理
指定した障がい福祉サービス事業者等の情報を管理するための情報処理システムの維持管理を行った。
	年　　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	予算額（千円）
	1,842
	4,893
	2,143

	決算額（千円）
	1,373
	3,353
	1,815


３　障がい児支援事業者・施設に対する指導
障がい児支援事業所・施設に対する指導、監査を実施し、適切なサービス提供の確保に努めた。
（１）事業者等を対象とした指導
・集団指導　令和６年度の集団指導については、ＷＥＢ形式で実施した。
実施期間　　　　　　令和６年１０月１５日～１１月３０日
府が所管する事業者数　　　　７２５事業者
うち参加事業者数　　　　　　７２５事業者（参加率　100％）
・運営指導　定期指導のほか不正等通報があった事業所に対し、書類の提出を求める等の方法により、随時指導を実施した。
指導件数　　　　　　　　　　　　　　　　６５件（サービスごと）
（２）事業者等を対象とした監査
重大な指定基準違反や運営指導で改善がみられないなど、適正な事業運営が行われないと疑われる事業者等を対象に監査を実施した。
監査件数　　　　　　　　　　　　　　　　　６件（サービスごと）

４　障がい児支援事業者・施設の指定
児童福祉法の規定に基づく指定障がい児支援事業者・施設の指定及び各種届の受理を行い、適切なサービス提供の確保に努めた。
（１）指定障がい児支援施設・事業者 指定事業所件数（令和７年４月１日現在）
	福祉型
入所施設
	医療型
入所施設（注）
	医療型
児童発達支援
	児童発達
支援
	放課後等
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
	保育所等
訪問
	居宅訪問型
児童発達支援
	合　　計

	6
	4
	-
	590
	704
	92
	10
	1,406


　　　　（注）指定発達支援医療機関を除く。
（２）指定障がい児支援事業者・施設の指定及び各種届の受理
①　指定件数　　　　　　　　　　１９１件
②　各種届の受理件数
ア　廃   止   届　　　　　　  　４９件
イ　休止・再開届　　　　　　　　  ８件
（３）指定障がい児支援事業者・施設に対する研修
指定障がい児支援事業者・施設の管理者を対象に、事業者として遵守すべき法令、基準の説明や人権擁護の意識を高めるための研修を実施した。
・　実施時期　新規指定事業者に対する指定書交付時に実施
（月１回開催、Youtubeを活用したＷＥＢ研修を令和６年４月から令和７年３月までに１２回開催）
・　実施結果　参加事業者数　　　　　　　　　１９１事業者
（４）障がい児施設指定管理システムの維持管理
指定した障がい児福祉サービス事業者等の情報を管理するための情報処理システムの維持管理を行った。
	年　　度
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	予算額（千円）
	599
	1,291
	1,059

	決算額（千円）
	599
	782
	872


５　大阪版地方分権推進制度市町村移譲事務に係る事務交付金
予　算　額　　　　　８８，１６９千円
決　算　額　　　　　８５，９５７千円
市　町　村　　　　　　　　　２５件
大阪版地方分権推進制度により、事務移譲した市町村に対して交付した。
６　障がい福祉サービス情報の公表事業

障がい福祉サービス利用者が障がい福祉サービス事業所を適切に選択することを可能とするとともに、事業所におけるサービスの改善の取組を促進し、障がい福祉サービスの質の向上を図るため、「障がい福祉サービス情報の公表事業」を推進した。

・公表する情報は、あらかじめ標準化された障がい福祉サービス情報とし、「基本情報」と「運営情報」により構成

　　　　　　予　算　額　　　　　２，２４３千円
決　算　額　　　　　２，２０７千円
７　業務管理体制の整備に関する届出及び検査
業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を受理するとともに、業務管理体制の整備状況を検証するための検査を行った。
・　一般検査　（事業者の業務管理体制整備状況を書面調査により実施）　　　３３０事業者
・　特別検査　（事業者の指定取消処分相当事案が発生した場合に実施）　　　　　３事業者
８　介護職員等によるたん吸引認定等事業
予　算　額　　　　　　３，５０３千円
決　算　額　　　　　　３，２８９千円
社会福祉士及び介護福祉士法の改正に伴い、平成２４年４月１日から介護職員等がたんの吸引や経管栄養といった医療行為の一部を業として行うことが認められたことにより、適切にたんの吸引等を行うことができる介護職員等の認定及び事業所等を登録する。
（令和７年４月１日現在）
認定特定行為従事者　１５，３０８件
登録特定行為事業者　　　　８７８事業者
登録喀痰吸引等事業者　　　　１５事業者
登録研修機関　　　　　　　　２７機関
（教育委員会）
認定特定行為従事者　　　９，８０４件
登録特定行為事業者　　　　　９２事業者
登録研修機関　　　　　　　　　３機関
○根拠法令等
社会福祉士及び介護福祉士法
９　大阪府障がい児安全安心対策支援事業補助金（令和６年度当初予算）
　　　　　予　算　額　　　　　　９,４４０千円

　　　　　決　算　額　　　　　　２,６３６千円
　　　　子どもの安全を守るため、ICT を活用した子どもの見守りサービス等の機器の導入や安全対策に資する適切な登降園管理を行うための登降園管理システムの導入のために必要な経費の支援を行った。
１０　介護職員等処遇改善支援補助金
　　　　　予　算　額　　　１,５３７,２９２千円
　　　　　決　算　額　　　１,０８４,９２４千円（見込み）
　　　新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線において働く福祉・介護職員の処遇の改善のための支援を行った。

負担割合　国１／２


府・市町村各１／４





決算額の内21,571,790千円については障がい児施策として実施した


障がい児通所支援にかかる負担金とし市町村に交付した。









